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取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制その他業務の適正を確保するための体制
⑴ 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保
するための体制

① 企業理念に基づき社会的責任への取組を明確にした三桜グループ行動憲
章・行動規範および諸規程等の実践的運用と徹底を行う体制を構築す
る。

② 取締役会は、法令および定款に従い、取締役会への報告基準、付議基準
を定め、業務執行を決定する。

③ 代表取締役は、取締役会の決議事項の業務執行、取締役会および社内規
則により委任された事項についての決定ならびに業務執行を行う。

④ 代表取締役、取締役は、職務執行に関し取締役会に報告し相互に監視を
行う。

⑤ 監査役は、取締役の職務執行に関し社内規則に基づき監査を行う。
⑥ 意思決定において、社内スタッフおよび外部専門家の意見聴取を徹底
し、判断に関する合理性、適法性を確保する。

⑦ 当社および当社グループ各社の役員、使用人に対するコンプライアンス
教育・啓発を行うとともに、ITを活用したモニタリングおよび社内法務
スタッフおよび外部専門家の意見聴取の徹底を通じてコンプライアンス
の浸透を行っている。

⑵ 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役は、取締役の職務の執行に係る以下の文書およびその他の重要な情

報（電磁的記録を含む。以下同じ。）の保存および管理に関する規程に基づ
き保存し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
① 株主総会議事録および関連資料
② 取締役会議事録および関連資料
③ その他の重要な会議の議事録および関連資料
④ 取締役を決定者とする決定書類および関連書類
⑤ その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 取締役会およびその他の重要な会議に、当社および当社グループ会社の
代表取締役および各業務担当取締役、執行役員、経営幹部から、業務執
行に関わる重要な情報の報告が定期的になされている。

② 当社および当社グループ会社において危機が発生した場合は、全社対策
本部および現地対策本部を設置し、相互に連携して対応する。

③ 諸リスクへの対応については、当社および当社グループ会社の所管部門
において規程の制定、教育の実施等の体制整備を推進する。
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取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、取締役のうち複数名は、独
立社外取締役とする。

② 取締役会において、選任された執行役員が取締役会にて定められた担当
職務を遂行する執行役員制度により、経営と業務執行の分離および責任
と権限の明確化がされており、取締役会は経営戦略の決定および取締役
ならびに執行役員の業務執行の監督を行っている。

③ 代表取締役および各業務担当取締役・執行役員の業務の執行に関し、取
締役会はITを活用して迅速、かつ、効率的なレビューを行う。これらの
仕組みは、法令の改廃・職務執行の効率化の必要がある場合は、随時見
直すべきものとする。

⑸ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制

① 当社および当社グループ会社の取締役および使用人等の業務の執行が法
令および定款に適合することを確保するための諸施策に加え、当社グル
ープの企業集団としての業務の適正と効率性を確保するために、三桜グ
ループ行動憲章・行動規範および諸規程等の実践的運用と徹底を行う体
制を構築し、グループ規程類の整備をする。

② 代表取締役、取締役、執行役員は、それぞれの職務分掌に従い当該グル
ープ会社の取締役および使用人等の職務の執行状況、経営状況等につい
てITを活用して迅速、かつ、効率的なレビューを行い、当該グループ会
社の取締役および使用人等に指導を行う。

③ 当社グループ会社の取締役および使用人等の業務執行に関し、ITを活用
し効率的な業務遂行に取組んでおり、これらの仕組みは、法令の改廃・
職務執行の効率化の必要がある場合は、随時見直すべきものとする。

⑹ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当
該使用人に関する事項、使用人の取締役からの独立性および監査役の当該
使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、
監査役と協議のうえ、専任または内部監査業務を兼任するスタッフを置
くものとする。

② 当該使用人は、取締役からの独立性および監査役の当該使用人に対する
指示の実効性を確保するために、監査役の指揮命令下に置くものとす
る。

③ 当該使用人の人事・異動・評価等については監査役と協議し同意を得た
うえで行うものとする。
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取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

⑺ 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への
報告に関する体制

① 代表取締役、取締役、執行役員および使用人は、取締役会等その他重要
な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行うととも
に、以下に定める事項について速やかに監査役に対し報告を行う。

ア. 当社および当社グループの信用を大きく低下させたもの、またはその
恐れのあるもの

イ. 当社および当社グループの業績に大きく悪影響を与えたもの、または
その恐れのあるもの

ウ. その他上記ア、イに準じる事項
② 当社および当社グループの取締役、執行役員および使用人は、監査役が
当社および当社グループの事業および財産の状況に関する報告を求めた
場合、または調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応する。

③ 監査役に報告を行った者が、当該報告を理由とし不利益な扱いを受けな
いことを確保する。

⑻ 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針、そ
の他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役の職務の執行について生ずる費用や債務について年度計画に基づ
く予算を設定する。

② 監査役会は、監査役会規則、監査基準を定め、取締役会、その他重要な
会議に出席するほか、ITを活用して迅速、かつ、効率的なレビューを行
う。

③ 監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、会計監査人に報告を求め
るとともに、意見および情報の交換を行う。

⑼ 反社会的勢力を排除するための体制
当社は、「三桜グループ行動憲章・行動規範」において、反社会的な活動

や勢力に対しては毅然とした態度で対応する方針を明示するとともに、不当
要求などを受けた場合は、ガバナンス統括本部を対応窓口として、警察など
の外部専門機関と緊密な連携をとり、毅然とした態度で対応する。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以

下のとおりであります。
⑴ コンプライアンス体制について
当社は、「三桜グループ行動憲章・行動規範」に基づき、役員および従業

員に対し、コンプライアンスに関する意識向上のため、研修を通じて定期的
に社内教育を実施いたしました。また、社外の弁護士を窓口とした内部通報
窓口を設置しており、内部通報者の不利益取扱いの禁止を含む制度の利用ル
ールの周知を図っております。

⑵ リスク管理体制について
当社グループにおける新規投資等の重要案件に関し、審議する会議体を設

け審議を行いました。会議体には業務執行を担う取締役のほか、社外取締役
および監査役も適宜出席し、意見を述べております。また、一定額を超える
重要案件につきましては、取締役会において審議、決議を行いました。

⑶ 監査役監査の実効性を確保する体制について
当社は、業務監査室、財務本部およびガバナンス統括本部が監査役監査を
支える体制をとっております。また、社内イントラネット等のITを活用する
ことにより各監査役が監査上必要な情報を入手する仕組みを導入し、監査役
への報告および情報提供体制の強化により、監査役の監査が実効的に行われ
ることを確保しております。
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連結株主資本変動計算書

( 2021年 4 月 1 日から )2022年 3 月31日まで
（単位：百万円未満四捨五入）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 3,481 2,365 30,265 △650 35,461

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △892 △892
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,009 1,009

自 己 株 式 の 取 得 4 4
株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額）

当連結会計年度変動額合計 － － 117 4 121

当 連 結 会 計 年 度 期 末 残 高 3,481 2,365 30,382 △646 35,582

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株 主 持 分 純 資 産 合 計そ の 他

有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 2,355 △4,597 △503 △2,745 2,762 35,478

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △892
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,009

自 己 株 式 の 取 得 4
株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額） 3,490 2,067 249 5,806 277 6,083

当連結会計年度変動額合計 3,490 2,067 249 5,806 277 6,204

当 連 結 会 計 年 度 期 末 残 高 5,845 △2,530 △254 3,061 3,039 41,682

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表

連 結 注 記 表
Ⅰ．連結計算書類作成の基本となる重要な事項に関する注記

１．連結の範囲に関する事項
⑴　連結子会社の数 30社（サンオー アメリカ Inc.他29社）

当連結会計年度において、株式会社エス・エス・エスは、
同じく当社の連結子会社である株式会社サンオーコミュニ
ケーションズを吸収合併存続会社とする吸収合併により消
滅したため、連結の範囲から除外しております。
また当連結会計年度において、清算結了により三櫻（瀋
陽）汽車部件有限公司及びSanoh Korea Co.,Ltd.を連結の
範囲から除外しております。

⑵　非連結子会社の数 なし

２．持分法の適用に関する事項
⑴　持分法適用会社数 なし
⑵　持分法非適用会社数 関連会社２社

（サンオー フルトン（フィリピンズ）Inc.他１社）
関連会社２社（サンオー フルトン（フィリピンズ）Inc.他
１社）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金
（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いて
も連結計算書類に及ぼす影響は軽微であり、かつ、全体と
しても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外して
おります。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうちサンオー アメリカ Inc.他23社の決算日は12月31日であります。連結
計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた
重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券
その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価
差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算出）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

②　棚卸資産
製品及び仕掛品 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）

原材料及び貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額につい
ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

－ 6 －
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連結注記表

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産 定率法

（リース資産を除く） なお、在外連結子会社は定額法
ただし、当社及び国内連結子会社は1998年４月
１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属
設備及び構築物については、定額法を採用してお
ります。

②　無形固定資産 定額法
（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額法を
採用しております。

③　リース資産 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とす
る定額法を採用しております。

⑶　重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を勘
案し、回収不能見込額を計上しております。また
在外連結子会社は主として特定の債権について回
収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員の賞与支出に備えて、賞与支給見込額の当
連結会計期間負担額を計上しております。

③　製品保証引当金 製品の品質保証費用の支出に備えるため、過去の
実績を基礎とした見積額および個別案件に対する
見積額を計上しております。

④　役員退職引当金 当社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため､
内規に基づく期末要支給額を計上しておりました
が、2007年６月27日付で役員退職慰労金制度を
廃止したため、同日以降新規の引当計上を停止
し、現任取締役及び監査役が同日以前に在任して
いた期間に応じて引当計上した額を計上しており
ます。
一部の国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支
出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計
上しております。

⑤　株式報酬引当金 株式報酬引当金は、当社の取締役及び当社従業員
（取締役兼務者を除く当社執行役員及びその他所
定の職位を有する者）への将来の当社株式の交付
に備えるため、株式交付規程に基づき、ポイント
に応じた株式の給付見込額を基礎として、当連結
会計年度末までに発生していると認められる額を
計上しております。
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⑷　重要な収益及び費用の計上基準
　当社グループは、ブレーキチューブ、フューエルチューブ、フューエルインジェクシ
ョンレール、スチールチューブ製品および樹脂チューブ製品、クイックコネクター、シ
ートベルト用バックル・ショルダーアジャスター等をはじめとした自動車部品を製造販
売しており、国内外の自動車メーカー及び自動車部品メーカーを主な顧客としていま
す。このような製品の販売については、製品が顧客に検収された時点において顧客が当
該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、通常は
製品が顧客に検収された時点で収益認識しております。なお一部の製品販売について
は、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるた
め、出荷時点で収益を認識しております。また有償支給取引について、当社は支給した
原材料等の買戻し義務を負っていることから支給品の譲渡に係る収益は認識しておりま
せん。
　収益は、顧客との契約において約束された製品の販売対価から、値引き、リベート及
び返品などを控除した金額で測定しております。なお当社は顧客から原材料等を仕入
れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引においては原材料等の仕入価
格を除いた対価の純額で収益の金額を測定しております。
　顧客への納品後、概ね数カ月以内に支払いを受けているため、約束した対価の金額に
重要な金融要素は含まれておりません。また販売時に存在していた欠陥を修理する以上
のサービスを提供する等のサービス型の製品保証を提供していないため、製品保証を独
立した履行義務として区別せず、取引価格の一部を製品保証に配分しておりません。

⑸　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物
為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算
差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しており
ます。

⑹　消費税等の会計処理
　税抜方式によっております。

⑺　退職給付に係る負債の計上基準
　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における
見込額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上しております。
　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（10年）による定額法によりそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処
理しております。
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）
による定額法により費用処理しております。
　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純
資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しており
ます。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期
間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
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Ⅱ．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収
益認識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサ
ービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込ま
れる金額で収益を認識することといたしました。なお、収益認識適用指針第98項に定め
る代替的な取扱いを適用し、製品の一部の国内販売において、出荷時から当該商品又は
製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収
益を認識しております。収益認識会計基準の適用による主な変更点は以下のとおりで
す。

（１）履行義務の充足による収益の認識
　海外連結子会社の製品の輸出販売取引の一部について、製品の出荷時で収益を認識す
る方法から貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識する方法に変
更しております。
（２）変動対価が含まれる取引に係る収益の認識
　当社は売上値引きについて、従来は金額確定時に売上高から控除しておりましたが、
取引の対価の変動部分の額を見積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が
高い部分に限り取引価格に含める方法に変更しております。
（３）有償受給取引について
　当社は顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給
取引等において、従来は原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しており
ましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識することとしておりま
す。
（４）有償支給取引について
　当社は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、当該取引におい
て買い戻す義務を負っていることから、有償支給した原材料等について消滅を認識しな
いことといたしました。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識してお
りません。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める
経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適
用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首
残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定め
る方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどす
べての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、
収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首よ
り前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基
づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減
しております。この結果、当連結会計年度の売上高及び売上原価はそれぞれ2,191百万
円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響はあ
りません。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、
「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手
形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。
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（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時
価算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準
第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第
44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方
針を将来にわたって適用しております。
　これによる、連結計算書類に与える影響はありません。また、「Ⅷ．金融商品に関す
る注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
ことといたしました。

Ⅲ．会計上の見積りに関する注記
⑴　繰延税金資産について

　当社グループは、2022年3月31日現在、連結貸借対照表上、繰延税金資産を1,181百
万円計上しています。
　当社グループは、繰延税金資産の計上について、５ヵ年の事業計画に基づき課税所得
の発生時期及び金額を見積り、将来の課税所得が生じる可能性の判断を行っておりま
す。新型コロナウイルス感染症に関しては、直近での稼働及び販売活動の状況を鑑み、
新型コロナウイルス感染拡大による今後の事業活動への影響は限定的であるとの仮定に
基づき、繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積りを行っております。
　新型コロナウイルス感染症による事業活動の影響は不確実性を伴うため、実際の結果
はこれらの仮定と異なる場合があり、課税所得の見積りに影響を与える要因が発生した
場合は、回収可能性の見直しを行い繰延税金資産の修正を行うため、親会社株主に帰属
する当期純損益が変動する可能性があります。

⑵　固定資産の減損について
　当社グループは、2022年3月31日現在、連結貸借対照表上、有形固定資産を30,047
百万円計上し、無形固定資産408百万円を計上しています。
　当社グループは、三櫻工業株式会社については事業部門を基礎とし、連結子会社につ
いては各子会社群単位でグルーピングを実施しております。
　資産のグルーピングの上、減損の兆候がある場合には、減損損失を認識するかどうか
の判定を実施しております。具体的には、資産又は資産グループから得られる割引前将
来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識す
ることとなります。減損損失を認識すべきであると判定された資産グループについて
は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失とし
ます。回収可能価額を算定するにあたっては、グルーピングされた資産ごとの処分費用
控除後の正味売却価額と使用価値のいずれか高い金額を使用しております。回収可能価
額の算定に際しては、資産の耐用年数や将来キャッシュ・フロー、割引率等について一
定の仮定を設定しております。
　営業損益が２期連続してマイナスとなっている北南米事業セグメントに属する子会社
について、減損の兆候があると認められたため、減損損失の認識の要否を判定しており
ます。検討の結果、当該資産グループについて割引前将来キャッシュ・フローが固定資
産の帳簿価額を上回ると判断されたため、減損損失の認識は不要と判断しております。
当該資産グループの将来キャッシュ・フローの算定については、５ヵ年の事業計画を基
礎としており、販売価格等の取引条件の見直しに加え販売予測、原材料の価格の変動、
新型コロナウイルス感染症及びウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響等を主要な仮
定として織り込んでいます。
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　新型コロナウイルス感染症及びウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響に関して
は、直近の稼働及び販売活動の状況を鑑み、今後の中長期的な事業活動への影響は限定
的であるとの仮定に基づき、将来キャッシュ・フローの見積りを実施しております。こ
れらの仮定を含む将来予測は不確実性を伴い、将来キャッシュ・フローの見積りに対し
て、実際に発生したキャッシュ・フローが見積りを大きく下回った場合、翌連結会計年
度の連結計算書類において、固定資産の減損損失の認識が必要となる可能性がありま
す。

⑶　製品保証引当金について
　当社グループでは、将来の製品の品質保証費用の支出に備えるため、過去の補修実績
を考慮した金額を見積り、連結貸借対照表上、製品保証引当金として127百万円を計上
しております。保証期間内に実際に発生する製品の不具合及び品質保証費用について
は、将来の不確実性を伴うため、将来発生する品質保証費用が見積り額と異なる場合、
翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

⑷　重要な訴訟案件について
　当社グループは、後述の「連結貸借対照表に関する注記　４．偶発債務」に記載のと
おり、自動車部品に関する競争法違反行為により損害を蒙ったとして、カナダにおいて
損害賠償等を求める集団訴訟を提起されております。
　このような訴訟案件については、個々の訴訟案件の特徴や関連する法的判断について
の外部の専門家の見解を考慮し、将来の起こりうる結果を総合的に勘案してその影響額
を見積り、引当金を計上し、本件のような現時点で信頼できる見積りができない場合に
は、引当金は計上せず、重要性がある場合には偶発債務として開示しております。
　訴訟には高度な複雑性があり、状況の変化によって影響を受ける可能性があり、見直
しが必要となった場合には、翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える
可能性があります。

Ⅳ．追加情報
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて

当社グループは、固定資産の減損損失及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積
りについて、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づき実施しております。

繰延税金資産の回収可能性や減損損失の認識の判定等への新型コロナウイルス感染症の
影響につきましては、当連結会計年度の稼働状況及び直近での販売活動の状況を鑑み、今
後の影響は限定的であると仮定し、会計上の見積りを行っております。しかしながら、新
型コロナウイルスによる影響は不確定要素が多く、経済環境への影響が変化した場合に
は、当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

－ 11 －



2022/05/20 14:16:18 / 21825499_三櫻工業株式会社_招集通知：Web開示

連結注記表

建 物 土 地 合 計

8 110 118

Ⅴ．連結貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産

（単位：百万円未満四捨五入）

　該当する債務残高はありません。

２．財務制限条項
当社は、取引金融機関とシンジケーション方式タームローン契約（総額3,000百万円）

を締結しておりますが、当該契約には下記のとおり財務制限条項が付されています。
① 各連結会計年度末の連結純資産額を、その直前の連結会計年度末又は2015年３月期

末の連結純資産額のうち、いずれか大きい金額の75％以上とすること
② ２連結会計年度連続で連結営業利益をマイナスとしないこと

３．コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的運用のため取引銀行３行とコミットメントライン契約を締結

しております。契約極度額は10,000百万円ですが、当連結会計年度末現在において、本
契約に基づく借入金残高はありません。

４．偶発債務
当社、当社の米国及びカナダ子会社は、自動車部品に関する競争法違反行為により損害

を蒙ったとして、カナダにおいて損害賠償等を求める集団訴訟を提起されております。現
時点では、当該訴訟が業績に与える金額及び時期を合理的に見積ることが出来ないため、
その影響を連結財務諸表に反映していません。

Ⅵ．連結損益計算書に関する注記
製品保証引当金戻入額

当社のメキシコ子会社が過去に製造した自動車用部品の品質問題に関連する製品保証引
当金について、当該品質問題に関連する当社と得意先との費用負担に関する交渉結果を踏
まえ、709百万円を製品保証引当金戻入額として特別利益に計上しております。
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普通株式 37,112,000株
自己株式 977,623株

決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基 準 日 効 力 発 生 日
2021年5月21日

取締役会 普通株式 437百万円 12円00銭 2021年3月31日 2021年6月2日

2021年11月11日
取締役会 普通株式 455百万円 12円50銭 2021年9月30日 2021年12月1日

①　取締役会決議予定日 2022年 5 月20日
②　配当金の総額 455百万円
③　配当の原資 利益剰余金
④　１株当たり配当額 12円50銭
⑤　基準日 2022年 3 月31日
⑥　効力発生日 2022年 6 月 １日

Ⅶ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

（注）当連結会計年度末の普通株式の自己株式数には、取締役等を対象とする株式報酬制
度に係る株式交付信託が保有する当社株式260,300株が含まれております。

２．剰余金の配当に関する事項
⑴　配当金支払額等

（注）１．2021年5月21日開催の取締役会決議による配当金の総額には、取締役等を対
象とする株式報酬制度に係る株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金３百万
円が含まれております。

　　　２．2021年11月11日開催の取締役会決議による配当金の総額には、取締役等を対
象とする株式報酬制度に係る株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金３百万
円が含まれております。

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（注）2022年５月20日開催予定の取締役会決議による配当金の総額には、取締役等を対
象とする株式報酬制度に係る株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金３百万
円が含まれております。

－ 13 －
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連結貸借対照表
計　上　額 (*) 時 　 　 価  ( * ) 差 額

　受取手形及び売掛金 16,499 16,499 －

　電子記録債権 255 255 －

　投資有価証券

その他有価証券 10,443 10,443 －

　買掛金及び支払手形 （8,685） （8,685） －

　電子記録債務 （4,324） （4,324） －

　未払金 （1,652） （1,652） －

　短期借入金 （11,859） （11,859） －

　長期借入金
(1年内返済予定の長期

　 借入金を含む)
（15,846） （15,832） 13

　デリバティブ取引 （1） （1） －

Ⅷ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入によ
り資金を調達しております。
　受取手形、売掛金及び電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、債権管理部門が顧客ご
との期日管理及び残高確認を行っております。また投資有価証券は株式であり、上場株式
については四半期ごとに時価の把握を行っております。
　借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、資金担当
部門が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により、流動性リスクを管理しておりま
す。なおデリバティブ取引は、主に外貨取引の為替相場変動リスクを回避するために利用
している為替予約取引であり、デリバティブ取引管理規定に従い、実需の範囲で行うこと
としております。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2022年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれ
らの差額については、次の通りであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照
表計上額191百万円）は、「その他有価証券」には含めておりません。また、現金は注記
を省略しており、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注
記を省略しております。

（単位：百万円未満四捨五入）

（*）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

－ 14 －
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区分 時価
レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レベル３ 合 計

　投資有価証券

その他有価証券 10,443 － － 10,443

　デリバティブ取引 － 1 － 1

区分 時価
レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レベル３ 合 計

　受取手形及び売掛金 － 16,499 － 16,499

　電子記録債権 － 255 － 255

　支払手形及び買掛金 － 8,685 － 8,685

　電子記録債務 － 4,324 － 4,324

　未払金 － 1,652 － 1,652

　短期借入金 － 11,859 － 11,859

　長期借入金 － 15,832 － 15,832

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、
以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において
形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価
格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプッ
ト以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ
ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低い
レベルに時価を分類しております。

(1) 　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円未満四捨五入）

投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されて
いるため、レベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法に

より算定しており、レベル２の時価に分類しております。

(2) 　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円未満四捨五入）

受取手形及び売掛金並びに電子記録債権

－ 15 －
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報告セグメント
計

日本 北南米 欧州 中国 アジア

物品の販売 24,773 31,621 20,097 19,281 19,209 114,982

サービスの提供等 124 － 833 － － 957
計 24,897 31,621 20,931 19,281 19,209 115,940

当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権
　受取手形及び売掛金 16,499
　電子記録債権 255
契約負債 171

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及
び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時
価に分類しております。

支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フロ

ーと、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により
算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した

利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま
す。

Ⅸ．収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりでありま
す。

（単位：百万円未満四捨五入）

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
１．連結計算書類作成の基本となる重要な事項に関する注記「４．会計方針に関する事項　
⑷　重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
契約負債は主に、製品の引渡前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動
負債のその他に含まれております。
　顧客との契約から生じた債権及び契約負債は以下のとおりであります。

（単位：百万円未満四捨五入）

当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、
57百万円であります。

－ 16 －
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１．１株当たり純資産額 1,069円43銭
２．１株当たり当期純利益 27円91銭

Ⅹ．１株当たり情報に関する注記

（注１）取締役等向け株式交付信託が保有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、
期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。当該自己株式の期末
株式数は977,623株であり、このうち取締役等を対象とする株式報酬制度に係る株
式交付信託が保有する当社株式の期末株式数は267,000株であります。

（注２）取締役等向け株式交付信託が保有する当社株式を、１株当たり当期純利益の算定上、
期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。当該自己株式
の期中平均株式数は980,898株であり、このうち取締役等を対象とする株式報酬制
度に係る株式交付信託が保有する当社株式の期中平均株式数は263,645株でありま
す。

－ 17 －
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株主資本等変動計算書

( 2021年 4 月 1 日から )2022年 3 月31日まで
（単位：百万円未満四捨五入）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株 主 資 本
合 計資 本

準備金
そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益
剰 余 金
合 計

品 質
保 証
積立金

固定資産
圧 縮
積 立 金

別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 事 業 年 度 期 首 残 高 3,481 2,969 28 2,998 760 100 30 12,451 4,028 17,370 △650 23,199
当 事 業 年 度 変 動 額

剰余金の配当 △892 △892 △892

当 期 純 利 益 3,575 3,575 3,575

自己株式の取得 4 4
株主資本以外の項目の
当期中の変動額(純額)

当 事 業 年 度 変 動 額 合 計 － － － － － － － － 2,684 2,684 4 2,688
当 事 業 年 度 期 末 残 高 3,481 2,969 28 2,998 760 100 30 12,451 6,712 20,054 △646 25,887

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 事 業 年 度 期 首 残 高 2,355 2,355 25,554
当 事 業 年 度 変 動 額

剰余金の配当 △892

当 期 純 利 益 3,575

自己株式の取得 4
株主資本以外の項目の
当期中の変動額(純額) 3,490 3,490 3,490

当 事 業 年 度 変 動 額 合 計 3,490 3,490 6,178
当 事 業 年 度 期 末 残 高 5,845 5,845 31,732

株主資本等変動計算書

－ 18 －
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個 別 注 記 表
Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準及び評価方法
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式、関連会社株式及び関係会社出資金
移動平均法による原価法

その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算出）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

⑵　棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品・仕掛品 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
原材料・貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産 定率法

（リース資産を除く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建
物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については定額法
を採用しております。

⑵　無形固定資産 定額法
（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用
しております。

⑶　リース資産 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする
定額法を採用しております。

３．引当金の計上方法
⑴　貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

⑵　賞与引当金 従業員の賞与支出に備えて、賞与支給見込額の当事
業年度負担額を計上しております。

⑶　製品保証引当金 製品の品質保証費用の支出に備えるため、過去の実
績を基礎とした見積額及び個別案件に対する見積額
を計上しております。

－ 19 －
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⑷　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
上しております。
なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10
年）による定額法によりそれぞれ発生の翌事業年度
から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によ
り費用処理しております。なお、退職給付債務の算
定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期
間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。

⑸　役員退職引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づ
く期末要支給額を計上しておりましたが、2007年
６月27日付で役員退職慰労金制度を廃止したため、
同日以降新規の引当計上を停止し、現任取締役及び
監査役が同日以前に在任していた期間に応じて引当
計上した額を計上しております。

⑹　関係会社事業損失引当金 関係会社の事業に伴う損失に備えるため、当該関係
会社に対する出資金額及び貸付金額等を超えて当社
が負担することとなる損失見込額を計上しておりま
す。

⑺　株式報酬引当金 株式報酬引当金は、当社の取締役及び当社従業員
（取締役兼務者を除く当社執行役員及びその他所定
の職位を有する者）への将来の当社株式の交付に備
えるため、株式交付規程に基づき、ポイントに応じ
た株式の給付見込額を基礎として、当事業年度末ま
でに発生していると認められる額を計上しておりま
す。

４．重要な収益及び費用の計上基準
　当社は、ブレーキチューブ、フューエルチューブ、フューエルインジェクションレー
ル、スチールチューブ製品および樹脂チューブ製品、クイックコネクター、シートベルト
用バックル・ショルダーアジャスター等をはじめとした自動車部品を製造販売しており、
国内外の自動車メーカー及び自動車部品メーカーを主な顧客としています。このような製
品の販売については、製品が顧客に検収された時点において顧客が当該製品に対する支配
を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、通常は製品が顧客に検収され
た時点で収益認識しております。なお一部の製品販売については、出荷時から当該製品の
支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識し
ております。また有償支給取引について、当社は支給した原材料等の買戻し義務を負って
いることから支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。
　収益は、顧客との契約において約束された製品の販売対価から、値引き、リベート及び
返品などを控除した金額で測定しております。なお当社は顧客から原材料等を仕入れ、加
工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引においては原材料等の仕入価格を除い
た対価の純額で収益の金額を測定しております。
　顧客への納品後、概ね数カ月以内に支払いを受けているため、約束した対価の金額に重
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要な金融要素は含まれておりません。また販売時に存在していた欠陥を修理する以上のサ
ービスを提供する等のサービス型の製品保証を提供していないため、製品保証を独立した
履行義務として区別せず、取引価格の一部を製品保証に配分しておりません。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。

６．消費税等の会計処理
　税抜方式によっております。

Ⅱ．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収
益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービ
スの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる
金額で収益を認識することといたしました。なお、収益認識適用指針第98項に定める代
替的な取扱いを適用し、製品の一部の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品
の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を
認識しております。収益認識会計基準の適用による主な変更点は以下のとおりです。

（１）変動対価が含まれる取引に係る収益の認識
　当社は売上値引きについて、従来は金額確定時に売上高から控除しておりましたが、
取引の対価の変動部分の額を見積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が
高い部分に限り取引価格に含める方法に変更しております。
（２）有償受給取引について
　当社は顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給
取引等において、従来は原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しており
ましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識することとしておりま
す。
（３）有償支給取引について
　当社は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、当該取引におい
て買い戻す義務を負っていることから、有償支給した原材料等について消滅を認識しな
いことといたしました。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識してお
りません。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める
経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用し
た場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高
から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方
法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収
益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識
会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行
われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処
理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しておりま
す。この結果、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ2,191百万円減少しており
ますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。また、繰越
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利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
　収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資
産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表
示することといたしました。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時
価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19
項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-
２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を
将来にわたって適用しております。
　これによる、計算書類に与える影響はありません。
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Ⅲ．会計上の見積りに関する注記
⑴　繰延税金資産について

　当社は、2022年3月31日現在、貸借対照表上、繰延税金負債を981百万円計上してい
ます。なお当該金額の算出方法は、連結注記表「Ⅲ．会計上の見積りに関する注記」の
内容と同一であります。

⑵　固定資産の減損について
　当社は、2022年3月31日現在、貸借対照表上、有形固定資産を9,668百万円計上し、
無形固定資産216百万円を計上しています。なお当該金額の算出方法は、連結注記表
「Ⅲ．会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。

⑶重要な訴訟案件について
　当社は、後述の「貸借対照表に関する注記　５．偶発債務」に記載のとおり、自動車
部品に関する競争法違反行為により損害を蒙ったとして、カナダにおいて損害賠償等を
求める集団訴訟を提起されております。なお当該金額の算出方法は、連結注記表「Ⅲ．
会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。

⑷市場価格のない有価証券の評価について
　当社は、2022年3月31日現在、貸借対照表上、投資有価証券10,633百万円、関係会
社株式13,625百万円及び関係会社出資金6,826百万円を計上し、このうち、市場価格の
ない有価証券として20,642百万円を計上しています。
　当社は、市場価格のない有価証券の評価については、実質価額が取得価額と比べ、
50％超下落した時は、実行可能な合理的な事業計画があり回復可能性が十分な証拠によ
って裏付けられる場合を除き、実質価額まで減損処理する方針としています。
　連結注記表「Ⅲ．会計上の見積りに関する注記　（２）固定資産の減損について」に
おける固定資産の減損の兆候が識別された北南米事業セグメントに属する子会社につい
ては、当該子会社の事業計画及び財政状態等を考慮して評価を行った結果として、関係
会社株式の減損処理は不要と判断しておりますが、事業計画は将来の不確実な経済状況
等の影響を受けるため、当該子会社の業績が悪化した場合には、関係会社株式や関係会
社出資金の減損処理が必要となる可能性があります。
　なお当該評価に利用した事業計画等の主要な仮定については連結注記表「Ⅲ．会計上
の見積りに関する注記　（２）固定資産の減損について」において、同一の内容を記載
しているため、注記を省略しております。

Ⅳ．追加情報
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて

当社は、固定資産の減損損失及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについ
て、計算書類作成時に入手可能な情報に基づき実施しております。

繰延税金資産の回収可能性や減損損失の認識の判定等への新型コロナウイルス感染症の
影響につきましては、直近での生産・販売活動の状況を鑑み、今後の影響は限定的である
と仮定し、会計上の見積りを行っております。しかしながら、新型コロナウイルスによる
影響は不確定要素が多く、経済環境への影響が変化した場合には、当社の財政状態、経営
成績に影響を及ぼす可能性があります。
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１．有形固定資産の減価償却累計額 37,632百万円

ガイガー オートモーティブ GmbH 5,605百万円
サンオー アメリカ Inc.
ガイガー オートモーティブ USA Inc.

2,876百万円
761百万円

サンオー インディア プライベート Ltd 359百万円
計 9,601百万円

短期金銭債権 8,025百万円
長期金銭債権 5,421百万円
短期金銭債務 271百万円

Ⅴ．貸借対照表に関する注記

上記減価償却累計額には、減損損失累計額3,819百万円が含まれております。

２．保証債務
　以下の関係会社及び従業員の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

３．財務制限条項
当社は、取引金融機関とシンジケーション方式タームローン契約（総額3,000百万円）

を締結しておりますが、当該契約には下記のとおり財務制限条項が付されています。

① 各連結会計年度末の連結純資産額を、その直前の連結会計年度末又は2015年３月期
末の連結純資産額のうち、いずれか大きい金額の75％以上とすること

② ２連結会計年度連続で連結営業利益をマイナスとしないこと

４．コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的運用のため取引銀行３行とコミットメントライン契約を締結

しております。契約極度額は10,000百万円ですが、当事業年度末現在において、本契約
に基づく借入金残高はありません。

５．偶発債務
当社、当社の米国及びカナダ子会社は、自動車部品に関する競争法違反行為により損害

を蒙ったとして、カナダにおいて損害賠償等を求める集団訴訟を提起されております。現
時点では、当該訴訟が業績に与える金額及び時期を合理的に見積ることが出来ないため、
その影響を財務諸表に反映していません。

６．関係会社に対する債権債務
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売上高 17,311百万円
営業費用 5,031百万円
営業取引以外の取引高 2,939百万円

普通株式 977,623株

Ⅵ．損益計算書に関する注記
１．関係会社との取引高

２．貸倒引当金繰入額
当社子会社であるガイガーオートモーティブUSA Inc.の貸付金等に係るものでありま

す。
３．貸倒引当金戻入益

当社子会社であるガイガーオートモーティブde Mexico S. de R.L de C.Vの貸付金等に
係るものであります。

４．関係会社事業損失引当金繰入額
当社子会社であるガイガーオートモーティブUSA Inc.の事業損失に係るものでありま

す。

５．関係会社事業損失引当金戻入益
当社子会社であるガイガーオートモーティブde Mexico S. de R.L de C.Vに係るもので

あります。

Ⅶ．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の数

（注）当事業年度末の普通株式の自己株式数には、取締役等を対象とする株式報酬制度に
係る株式交付信託が保有する当社株式260,300株が含まれております。
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未払事業税 30百万円
賞与引当金 239百万円
製品保証引当金 18百万円
退職給付引当金 657百万円
有形固定資産 37百万円
減損損失 664百万円
貸倒引当金 1,348百万円
事業損失引当金 118百万円
関係会社出資金評価損 3,781百万円
関係会社株式評価損 1,703百万円
繰延外国税額控除 287百万円
その他 194百万円
繰延税金資産小計 9,076百万円
評価性引当額 △7,525百万円

繰延税金資産合計 1,551百万円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 2,474百万円
退職給付引当資産 44百万円
固定資産圧縮積立金 13百万円

繰延税金負債合計 2,531百万円
繰延税金負債の純額 △981百万円

Ⅷ．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
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種 類 会社等の名称
議 決 権 等
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合

関係の内容
取引の内容 取引金額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社

サ ン オ ー
アメリカ Inc .

（所有）
直接 100％ 兼任なし

当社製
品の販
売先

当社製品
の販売等 4,202 売 掛 金 2,902

債務保
証 保証債務 2,876

資金の
援助

資 金 の
貸 付 1,831 貸 付 金 1,958

サ ン オ ー
インダストリ
アル デ メキ
シコ S.A.DE
C . V .

（所有）
直接 97.85％ 兼任なし

当社製
品の販
売先

当社製品
の販売等 2,138 売 掛 金 749

サンオー　ド
ゥ　ブラジル

（所有）
直接 100％ 兼任なし 資金の

援助

資 金 の
貸 付
貸付金の
回 収
増 資 の
実 行

－

524

763

貸 付 金 759

ガイガー オート
モ ー テ ィ ブ 
G m b H

（所有）
間接 100％ 兼任なし 債務保

証 保証債務 5,605

ガイガー オート
モ ー テ ィ ブ  
U S A  I n c .

（所有）
直接 100％ 兼任なし 資金の

援助

資 金 の
貸 付 － 貸 付 金 3,292
貸付金の
回 収 381

保証債務 761

Ⅸ．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社

（注）１. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
２. 製品の販売については、市場実勢を勘案し、価格交渉の上で決定しております。
３. 保証債務は子会社の金融機関からの借入に対して債務保証を行っており、ガイガー オート

モーティブ GmbHより受取った保証料21百万円及びサンオーアメリカInc.より受け取っ
た保証料6百万円を計上しております。

４. 資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。
５. サンオードゥブラジルの貸付金については、当事業年度において貸倒引当金を95百万円及

び貸倒引当金戻入額を379百万円計上しております。また、増資の実行については、現金
の払込とデット・エクイティ・スワップの組み合わせによって行っております。

６. ガイガー オートモーティブ USA Inc.の貸付金については、当事業年度において貸倒引当
金を3,292百万円及び貸倒引当金繰入額を273百万円計上しております。
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当事業年度

物品の販売 40,531

サービスの提供等 1,566
計 42,097

当事業年度

顧客との契約から生じた債権
　受取手形及び売掛金 10,178
　電子記録債権 255

１．１株当たり純資産額 878円16銭
２．１株当たり当期純利益 98円95銭

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

Ⅹ．収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりでありま
す。

（単位：百万円未満四捨五入）

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記　「４．　重要な収益及び費用の計上基準」に
記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
当社の契約残高は、顧客との契約から生じた債権のみであり、残高は以下のとおりでありま
す。

（単位：百万円未満四捨五入）

Ⅺ．１株当たり情報に関する注記

（注１）取締役等向け株式交付信託が保有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、
期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。当該自己株式の期末
株式数は977,623株であり、このうち取締役等を対象とする株式報酬制度に係る株
式交付信託が保有する当社株式の期末株式数は267,000株であります。

（注２）取締役等向け株式交付信託が保有する当社株式を、１株当たり当期純利益の算定上、
期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。当該自己株式
の期中平均株式数は980,898株であり、このうち取締役等を対象とする株式報酬制
度に係る株式交付信託が保有する当社株式の期中平均株式数は263,645株でありま
す。

以　上
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